
 

 

 

開発を予定している事業者のみなさんへ 

 

座間市教育委員会教育部生涯学習課 

 

１ 埋蔵文化財 

 埋蔵文化財とは、「土地に埋蔵されている文化財」で、通常は「遺構」（過去人類が残した不

動産）や、「遺物」（過去人類が残した動産）と呼ばれ、国民共有の貴重な財産です。 

 また、埋蔵文化財が地下に所在する土地は、「周知の埋蔵文化財包蔵地」（＝遺跡）とされ、

座間市内では７２遺跡が確認されています（令和３年４月１日現在）。 

 埋蔵文化財を適切に保護するには、文化財保護法に規定される手続きが必要になります。 

 

２ 埋蔵文化財の取扱い手続き 

（１） 事前相談 

 座間市内で開発を予定している際は、事前に担当へ、窓口及び電話にてご相談可能です。 

市で埋蔵文化財の試掘・確認調査を実施する場合がありますので、早めにご相談ください。 

 ※ 試掘・確認調査 … 市が実施する、埋蔵文化財の状況を確認する目的の調査です。 

（２） 手続きについて 

「手続き等のフロー図」をご参考に、適切に手続きをしてください。 

なお、手続きの期限や手続きで決定した取扱いに対しては、厳守するようお願いします。 

（３） 取扱いの決定について 

神奈川県教育委員会より、以下のいずれかの取扱いが決定され、通知されます。 

ア 慎重工事 

 周知の埋蔵文化財包蔵地であることを十分に認識して、慎重に工事を実施してください。 

イ 工事立会 

 開発工事によって実際に埋蔵文化財へ与えた影響の有無・程度を確認するために、座間市

教育員会の担当者が工事に立ち会います。立ち会い日時等は担当者と調整してください。 

ウ 発掘調査 

 開発工事によって埋蔵文化財に影響がある（破壊・破壊されるに等しい状況）とされる場

合には、発掘調査による記録保存の措置が必要となります。市の担当と協議を行い、調整を

してください。 

 

【 担当 連絡先 】 

座間市教育委員会教育部生涯学習課市史文化財担当 

〒２５２－８５６６ 座間市緑ケ丘一丁目１番１号 

電話 ０４６（２５２）８４３１ （土日祝日・年末年始を除く、8：30～17：00） 

FAX ０４６（２５２）４３１１  

★文化財保護法に基づく適切な遺跡保護にご理解とご協力をお願いいたします★ 

 
建築工事や土木工事などの開発事業にかかわる 

埋蔵文化財の取扱いについて 



手続き等のフロー図 

担当：座間市教育委員会教育部 

生涯学習課市史文化財担当 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埋蔵文化財包蔵地の照会 

包蔵地外である 

早めに御相談・御照会を

してください。 

       開発工事の着手 

発掘調査の協議・実施 

発掘調査 

４.設計変更などの協議 

工事立会 

変更なし 

試掘・確認調査 

土木工事等のための発掘に関する届出 

（文化財保護法第９３条第１項の届出） 

を担当へ提出（窓口に直接提出、又は 

事前相談が済んでいる場合は郵送も可。） 

（調査日までに一定期間かかります。） 

盛土や掘削深度を浅くする、地盤改良

方法を変えるなどの措置があります。 

※別の届出の提出が必要です。 

埋蔵文化財に影響しないよう

設計変更等の措置を協議 

当該地における、埋蔵文化財に与える影響 

埋蔵文化財あり 

届出から県教育委員会の

取扱い決定通知の発出ま

で、一定期間かかります。 

※工事中に埋蔵物を発見しましたら、 

担当へ連絡ください。 

遺跡内の地点によって 

取り扱い内容を精査します。 

事前相談 開発事業の計画 

調整・連絡 

影響あり、又は不明 影響なし 

変更あり 

３.試掘・確認調査の調整 

協議・調整 

埋蔵文化財なし 

５.取扱いの決定通知 

慎重工事 

担当者へ工事立会日を連絡・調整 

工事着手予定日の６０日前

に届出を提出してください。 

６.通知後の調整

お忘れずに担当へ電話してください。 

２.届出の提出 

１.事前相談・照会 

【開発事業者】 【埋蔵文化財 担当者】 

手続きなどのご質問・ご相談は

随時受け付けています。 

照会方法は、直接担当の窓口か、電話、

FAX のいずれかでお願いします。 

※地番や案内図があるとスムーズです。 

包蔵地内である 

※３.と４.は、場合により

無いことがあります。 

試掘・確認調査は

市の負担で実施

します。 

or or 郵送 
神奈川県教育委員会から座間

市教育委員会を経由します。 


